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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、鈴木博郎学校教育課長が欠席のため、

松木恵美子学校教育課補佐が出席しております

ので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

４号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 赤間広議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位11番、議席番号10番、赤間

広議員。 

  （10番赤間広議員登壇） 

○１０番 赤間広議員 おはようございます。

公明党の赤間広でございます。 

 通告書に従いまして、一般質問をさせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。 

 公明党がかねてから強く訴えてまいりました

生活困窮者自立支援制度が４月から施行されま

した。生活する上でさまざまな困難を抱える人

を地域で自立して生活できるように、主体性を

尊重しながら相談、支援する制度であります。

どのようにこちらから手を差し伸べるかが課題

であります。そのためにきめ細かな制度の周知

が重要と考えます。当市ではどのように周知さ

れているかお尋ねいたします。 

 さて、長井市において例外なくふえ続ける生

活保護費の圧縮を図っていくための支援制度で

もあり、間接的には生活保護世帯にさせないた

めの支援制度でもあります。生活困窮者とは、

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持す

ることができなくなるおそれのあるものと定義

されております。このような状態に陥っている

困窮者は、窓口をつくれば相談に訪れるという

ものではありません。特に経済面だけでなく社

会的に孤立している人などは、相談に来られな

いといったケースも珍しくないという分析もご

ざいます。 

 したがいまして、行政が窓口をつくって対応

するだけでなくて、町内会を初めとした地域住

民との連携なども視野に入れて、地域包括ケア

システム等と連動した取り組みも検討いただき、

対象者の把握と支援体制をしていくことを強く

要望いたします。 

 また、任意事業に規定されております相談受

け付け後の出口戦略として、就労準備支援事業

と家計相談支援事業の実施はどのようにされて

いるかお尋ねいたします。 

 また、生活困窮世帯にいる子供のことであり

ますが、経済的負担の援助だけでなく、勉強を

見てやるなどの学習支援事業なども提言させて

いただきたいと思います。 

 事業内容によっては４分の３、３分の２、２

分の１の国庫補助金が充当されることになって

おりますので、ぜひ検討いただき、長井市の実

情を検証しながら効果的な取り組みをお願いい

たします。 

 昨年、千葉県銚子市で起きた痛ましい事件を




